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八幡浜市社会福祉課障害福祉係

J市役所の福祉課窓口で主にどのような仕事をしているのか ?

(社会福祉課組織図)

社会福祉課

庶務係

民生児童委員協議会に関すること

傷洟軍人等援護に関すること

戦没者遺族等援護に関すること

老人保護措置に関すること

日本赤十字社に関すること など

障害福祉係

身体障害者福祉に関すること

知的障害者福祉に関すること

精神障害者福祉に関すること

心身障害児通園事業に関すること

特別児童扶養手当に関すること など

生活保護係

生活保護に関すること

医療保護に関すること

介護保護に関すること など

口交付している手帳の種類 (知的、身体、精神)の種類と、それぞれのメリット、デメリットなど
が知りたいn

☆身体障害者手帳

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由など、身体機能に永続する障害がある人に交付されるもので
障害の程度によって 1級 (重度)か ら6級までの区分がある。県が交付。

☆療育手帳

知的障害また|ま発達障害のある人に対して、一貫した指導や相談等の障害福祉サービスを受け
やすくするために交付されるもので、 18歳までに知的障害等が発現した場合が対象となり、障
害の程度によってA(重度)と B(中・軽度)に区分される。県が交付。

☆精神障害者保健福祉手帳

精神疾患のため日常生活や社会生活への参加に困難をきたすなどt一定程度の精神障害の状態
にある方に交付されるもので、障害の程度によつて 1級 (重度)から3級 (軽度)までの等級に
区分される。県が交付。

手帳所持のメリットについて
・税制の優遇措置 (住民税、所得税、自動車税、軽自動車税など)

・公共交通機関の運賃割引 (」 R、 バス、航空、タクシー等)

・タクシー、バス、船舶券交付
・有料道路割引

・補装具、日常生活用具の給付
・NHK放送受信料の免除 (全額、半額)

・携帯電話料金割引
口障害者福祉給付金の支給
・パーキングパーミットの交付
口障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の経済援助
※それぞれ障害の種別、程度等により異なる
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療育手帳所持者の福祉便覧
区

分

医

療
重度心身障害者(児 )

医療費公費負担 医療負担の自己負担分を助成。
手帳に赤字で医該当と記載がある石
の 。受給者証の交

ノヽ幡浜市役所
市民課

障害基礎年金

特別児童扶養手当

年7月 に5γ 6千円 申請が必要。施設入所中の場合は該当しない場合有。

八幡浜市役所
社会福祉課

心身障害者
扶養共済制度

者が加入し、加入者が死f
等になつた場合に、障害児 (者 )

墜三里2万円の終身年 驚 翠 嗚 雛 雷
るこ

障害福祉
サービス

ショートステイ(短期入所)・ ホー
ムヘルプ(居宅介護)ロ グループ
ホーム(共同生活援助)等のサー

障害支援区分の認定を受ける必要

望 無1謬≧
杖 事前に社会福祉課に相

おむつ。
今ッドギア等の日常生活用具を給付。所得による費用負担あり

相談支援事業 大洲育成園・
希望の森

生活福祉資金の貸

特別障害者控除(A)。 障害者控除 (B)。 同居特別障害者扶養控除。

障害児口者と生計を‐にする者が取得二所持し、障害児色者のために利
用する自動車について減免。障害児口者1人につき1台

少額預金の利子が元本又は額面350万円まで非課税になる

贈与税の非課税
個人が特別障害者

場合、6,000万 円までは贈与税が

JR運賃の割引
切符・乗船券・

航空券の販売
窓口で手帳提示航空運賃の割引

通行料金割引
登録した車で介護者が運転じ(

人を乗せた場合に5割引
障害者と生計を二にする者所有の自動
要 1台を登録。営業用自動車は除く 八幡浜市役所

社会福祉課
タクシー・バス・ 市内のタクシー・バスL定期船の

利用料金を一部助成
年度に一度申請に応じて券を支給。

度途中なら残りの月分のみ支給

家庭裁判所大洲支部

福祉サービスの利用援助 サービズの利用援助、金銭 要書類の預かりを行う

携帯電話基本使用料割引

3



精神障害者保健福祉手帳による福祉制度・ サービス (八幡浜市版)

制度・サービス 対象者 内容 申請窓□
タクシー・バス・船舶
チケットの交付

1・ 2級
(八幡浜市に住民

票のある方)

1,100円/月 分のテケットの交付をします。
※ 船舶は大島定期船のみ  

″
   `

※ 八1番浜市内の業者のみ

市役所社会福祉課

障害者福祉給付金 1～3級
(八 1番浜市に住民

票のある方)

以下の額を年に一回 (7月 末)、 給付します。
1級 :5,000円 /年

2級 :4,000円 /年

3級 :3,OOO円 /年

市役所社会福祉課

NHK放送受信料 1～ 3級 手帳の等級や住民税の課税状況によって免除があ

ります。

金額免除 :手帳所持かつ、世帯全員が住民税非課

税

半額免除 :手帳 1級かつ、手帳所持者が世帯主

市役所社会福祉課

パーキングパーミッ
ト制度

1級 身体障害者用駐車場を利用でしやす<するための

利用証を交付します。 5年毎に更新が必要です。

市役所社会福祉課

障害年金 障害の程度や加入されている年金等により判断基準が異なります。手
帳の交付を受けても障害年金の障害程度には該当しないこともあり
ますので、詳細については担当窓□での相談が必要となります。

市役所市民課年金係

税
制
の
優
遇
措
置

所得税 1ん3級
又は本人を扶養

している方

控除額に以下の額が加算されます。

1級 :,40万円

2・ 3級 :27万円

税務署、勤務先の給

与担当

住民税 1～3級
又は本人を扶養

している方

控除額に以下の額が加算されます。
1級 :30万円

2・ 3級 :26万円

市役所税務課

相続税 1～3級 障害者が相続した場合の相続税から以下の額が減
額されます。
1級 :(85歳琳目続時の年齢の差)×20万円
2・ 3級 :(85歳―相続時の年齢の差)× 10万円

税務署

自動車税及び自

動車取得税の減

免

1級かつ自立支

援医療費受給者

又は本人と生計

を一つにしてい

る方

本人の通院、通所、通学または生業のために使用
する自動車の自動車税や自動車取得税が減免され
ます。

普通車 :地方局

軽自動車 :市役所税

務課

タクシー料金

1～3級 1割引
※タクシー会社によって害」引適用がない場合があ
ります。

バス運賃

1～3級 5害」引

※伊予鉄道、宇和島自動車、瀬戸内運輸、」R四
国バス会社が運行する県内路線バス

公共施設利用料減免 1～3級
本人と介護者

名

以下の施設で入場料などの害」ヨ|があります。
★総合科学博物館 ★歴史文化博物館
★県美術館 ★とべ動物園

★南予レクリエーション都市公園
★えひめこどもの城

各施設
※ 市町によっては

公立施設の利用料

や入場料を割引し

ている所もありま

す。
電話番号案内利用料
の減免

1～3級 本人名義の固定電話に限り、番号案内利用料が無

料になります。

NTT

映画館の割引 1～3級
本人と介護者 1

名

入場料の害」引をしている映画館があります。各映
画館で確認して下さい。

映画館

携帯電話利用料の害」

ヨ|

1ん3級 基本料金や通話料などが害」引されます。事業所に

よつて害」弓1内容が多少異なります。

N丁丁ドコモt aり 、
ソフトバンク

がん検診自己負担無

料

1～3級 本人と、その配偶者が市民税非課税の方で手帳所
持者が対象になります。健診会場で手帳の提示が
必要です。

保健センター成人保

健係

※ 変更されている場合もありますので、ご利用前に各窓□、事業所等に確認して下さい。



口手帳交付の申請は福祉課窓口で良いのか、申請時に必要なもの交付までの期間、更新手続きなど
はどうなのか、負担金は ?

(手帳交付までの流れ )

☆診断書の修正等がなければ、手帳交付まで概ね 2～ 3週間。

ただし、障害程度に疑義があるとき、障害が法別表に該当しないとき、 3歳未満の乳幼児の

場合は、愛媛県社会福祉審議会での判定となるため、 1か月以上かかる。

☆有期認定の場合は、期限までに更新の手続きが必要。

☆負担金は不要。

・ 家族から吸引器が必要と言われた時はどの様にすれば良いか ?申請 して商品が届くまでの大まか

な期間は?

呼吸器機能障害 3級以上もしくは肢体不自由2級以上の方

指定難病患者であつて、医師意見書等で日常生活用具の支給について必要性が認められる者
⇒ 八幡浜市障害者日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾患疾病医療受給者証を持つていて、呼吸器機能に障害のある方 .

⇒ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付制度

☆上記に該当する身障手帳、受給者証を所持 している方は、 1～ 2週間程度で給付可能

☆その他給付の対象となる用具については、別紙参照

ヌ



八幡浜市障害者地域生活支援事業実施要綱 別表第2

給付の対象の対 となる用具の種 目      ※ 条件 ら )`

区 分 種 目

介護訊1練支援用具 特殊寝台

特殊マ ット

エアーマッ ト

特殊尿器

入浴担架

体位変換器

移動用 リフ ト

訓練いす (障害児に限る)

訓練用ベッド (障害児に限る)

自立生活支援用具 入浴補助用具

便器

T字状・棒状のつえ

移動・移乗支援用具

頭部保護帽

特殊便器

火災警報器

自動消火器

電磁調理器

歩行時間延長信号機用小型送信機

聴覚障害者用屋内信号装置

在宅療養費支援用具 透析液カロ湿器

ネブライザー (吸入器)

電気式たん吸引器

酸素ボンベ運搬車

音声式体温計

音声式体重計

音声式血圧計

動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター)
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区 分 種 目

情報 0意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置

情報・通信支援用具

点字ディスプレイ

点字器 (点筆を含む)

点字タイプライター

視覚障害者用ポニタブルレコーダー

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者用時計 (触読)

〃    (音 声式 )

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者用情報受信装置

人工喉頭 (笛式)

〃  (電 動式)

〃  (埋込型用人工鼻)

点字図書

点字新聞

人工内耳用電池

人工内耳用体外機

福祉電話 (貸与)

排泄管理支援用具 糞便袋

糞尿袋

紙おむつ等 (紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

収尿器

住宅改修費 居宅生活動作補助用具

句
／



八幡浜市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱 別表第 1

給付の対象となる用具の種目

種  目

特殊マッ ト

特殊便器

特殊寝台

歩行支援用具

入浴補助用具

特殊尿器

体位変換器

車いす

頭部保護帽

電気式たん吸引器

クールベス ト

紫外線カットクリーム

ネブライザー (吸入器)

動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター)
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特別障害者手当

1.対象者

在宅で生活している20歳以上の者であって、政令で定める程度の構:

であるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者。

2.必要書類

申請書・請求書(窓口にあります)、 診断書、印鑑、通帳のコピー等

※各障害の状態に応じた診断書が必要です。社会福祉課 障害福祉係窓口にてお渡ししま

すので、ご相談ください。

3.手当月額

26,940円 (平成 30年 4月 から)・

3ヶ月ずつ年4回支給(2月 日5月 日8月・11月 )

4.認定基準

次の円 勘        に該当するもの

(1)令別表第2に掲げる①から⑦までの障害が2つ以上存するもの

(2)令別表第2に掲げる①から⑦までの障害が1つ存し、かつそれ以外の国民年金2級程

度の障害が2つ以上存じ併せて3つの障害が存するもの

(3)令別表第2に掲げる③から⑤まで(肢体不自由関係(重度の慢性関節リウマチを含

む。)の障害が1つ存し、かつ、別紙「日常生活動作評価表」の各項目に該当する点を

加算したものが10点以上のもの

(4)令別表第2に掲げる⑥の障害又は病状が存し、絶対安静が必要な状態を有するもの

(5)令別表第2に掲げる⑦の精神障害が存し、別紙「日常生活能力判定表」の各項目に該

当する点を加算したものが14点となるもの

※認定基準に当てはまるかどうかは、医師の診断書+認定調査(障害福祉係 調査員が行

う)の内容によつて判定されます。

０

／



(令別表第2)

① 両眼の視力の和が0.04以下のもの

② 両耳の聴カレベルが100デシベル以上のもの

③ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しく

は両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

④ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

⑤ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上げることができない程度

の障害を有するもの

⑥ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要と

する病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ず

ることを不能ならしめる程度のもの

※例 心臓口腎臓・呼吸器二肝臓・血液疾患・その他の疾患です。それぞれ細かな

規定がありますので、診断書によって審査されます。

⑦ 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(国民年金2級程度の障害)

① 両眼の視力の和が 0.05以上 0.08以下のもの

② 両耳の聴カレベルが 90デシベル以上のもの

③ 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの

④ そしゃく機能を失つたもの

⑤ 音声又は言語機能を失つたもの

⑥ 両上肢の親指及び人差し指の機能を全廃したもの又は両上肢の親指及び人差し

指を欠くもの

⑦ T上肢の機能に著しい障害を有するもの又は一上肢の全ての指を欠くもの若しく

は一上肢の全ての指の機能を全廃したもの

③ =下肢の機能を全廃したもの又は一下肢を大腿の 2分の 1以上で欠くもの

⑨ 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

⑩ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要と

する病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制

限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

① 精神障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

lじ



(日 常生活動作評価表 )

0点 1点 2点

①タオルを絞る(水をきれる程度) ひとりでできる ひとりでできても上

手くできない

できない

②とじひもを結ぶ 5秒以内にできる 10秒以内にできる 10秒ではできない

③かぶリシャツを着て脱ぐ 30秒以内にできる 1分以内にできる 1分ではできない

④ワイシャツのボタンをとめる 30秒以内にできる 10秒ではできない 1分ではできない

⑤座る(正座、横座り、あぐら、脚な

げだしの姿勢を持続する)

ひとりでできる ひとりでできても上

手くできない

ひとりでは全くでき

ない

⑥片足で立つ ひとりでできる ひとりでできても上

手くできない

ひとりでは全くでき

ない

⑦立ち上がる ひとりでできる ひとりでできても上

手くできない

ひとりでは全くでき

ない

③階段の昇降 ひとりでできる ひとりでできても上

手くできない

ひとりでは全くでき

ない

(日 常生活能力判定表)

0点 1点 2点

①食事 ひとりでできる 介助があればできる できない

②用便(月 経)の始末 ひとりでできる 介助があればできる できない

③衣服の着脱 ひとりでできる 介助があればできる できない

④簡単な買物 ひとりでできる 介助があればできる できない

⑤家族との会話 通じる 少しは通じる 通じない

⑥家族以外の者との会話 通じる 少しは通じる 通じない

⑦刃物・火の危険 わかる 少しはわかる わからない

③戸外での危険から身を

守る(交通事故)

守ることができる 不十分ながら守ること

ができる

守ることができない
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